
対　象　者

環境 知識 補助金 災害

認定農業者 ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ● ― ● ● ― ― ― ● ● 個人
法人

3,600（注５）

7,200
―
―

その他担い手 ― ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ● ― ― ― ― ● ● 個人
法人

―
―

3,000（注５）

6,000

認定農業者 ― ● ― ― ― ― ● ● ― ● ― ● ― ― ― ― ― ― ― ● 個人
法人

500
2,000

500
2,000

―
0.236%～
0.672%

農業者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ● ● 個人
法人

30,000
3,600
7,200

3,000
6,000

うち相続税支払資金 農業者 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ● 個人のみ 30,000 500 500

農業者 ― ― ― ● ● ● ― ― ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ● ● 個人
法人

30,000
3,600
7,200

3,000
6,000

農業法人・
農業関連団体

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ● ● ― ― ● ― ― ― 法人のみ 30,000 500 500 0.601%

農業者 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ● ― ― ● ● 個人
法人

20,000
3,600
7,200

3,000
6,000

0.345%～
0.601%

農業者 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ● ― ― ― ―
個人
法人

20,000 500 500 0.601%

農業者 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ● ● 個人
法人

500
（災害による

変動有）

500
（災害による

変動有）

500
（災害による

変動有）
0.311%

農業者 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ● ● 個人
法人

1,000 1,000 1,000 0.658%

認定新規就農者 ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ● ― ― ― ―
個人
法人

3,700
(特認10,000)

― 3,700 0.309%

認定農業者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ● ― ― ― ―
個人
法人

30,000
(特認60,000)

100,000
(特認300,000)

3,600
7,200

―

その他担い手 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ● ● ● ― ● ― ― ― ―
個人
法人

15,000
50,000

―
3,000
6,000

エコファーマー
（六次産業化法や農商工等連携
促進法の認定を受けた方々等）

― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ● ― ― ― ● ― ― ― ―
個人
法人

5,000
15,000

3,600
7,200

3,000
6,000

0.297%～
0.587%

　静岡県農業信用基金協会の保証が必要となる場合があります。なお、上記表に記載の情報は、2022年4月１日現在のものです。

　注１）作目が畜産・施設園芸の場合は、融資限度額の４倍の額までご融資が可能です。その場合の取扱いにつきましては、JAにご確認ください。
　注２）「JAバンク静岡保証料助成」により保証料全額助成の対象資金。（保証料は、保証委託者にご負担いただき、後日保証料相当額が助成されます。）
　注３）「JAバンク利子補給」（最大１％の利子補給）対象資金。補給期間、補給率および利子補給の対象につきましては、資金毎・お借入の条件等により異なります。
　注４）法人の場合は、金額にかかわらず代表者の方が保証人となっていただきます。ただし、経営者の保証人徴求に関しては、「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し個別に対応致します。JAにご相談ください。
　注５）農業近代化資金における無担保無保証人保証限度額は知事特認を利用した場合にお借入できる額となります。
　注６）「ＪＡアグリマイティー資金」の資金毎の融資限度額は記載のとおりです。ただし、お借入のＪＡアグリマイティー資金をすべて合算して30,000万円までのご利用となります。
　注７）お借入の「ＪＡアグリマイティー資金」をすべて合算しての無担保無保証人保証限度額となります。
　注８）
アグリエリア資金（農泊事業に関する資金を除く）。農泊事業に関する資金については、ＪＡにご確認ください。
　注９）
農業経営改善計画等の達成などに必要なものに限ります。

資　金　名 使　い　み　ち JAバンク支援 融資限度額・静岡県農業信用基金協会の保証概要

土　地 施設・設備 育成・導入 経　営

他
金
融
機
関
か
ら
農
業
資
金
を
借
換
え
た
い

その他 保証料・利子補給 （金額単位：万円）

農
地
を
買
い
た
い

農
地
を
借
り
た
い

農
地
の
改
良
や
造
成
を
し
た
い

農
舎
や
ハ
ウ
ス
等
の
農
業
用
施
設
を
つ
く
り
た
い

加
工
販
売
施
設
や
観
光
農
園
施
設
を
つ
く
り
た
い

農
機
具
を
購
入
し
た
い

果
樹
や
花
木
の
植
栽
や
育
成
を
し
た
い

牛
や
豚
の
購
入
や
育
成
を
し
た
い

給
排
水
施
設
の
設
置
や
改
良
を
し
た
い

農
業
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
い

法
人
設
立
・
開
業
資
金
を
借
り
た
い

運
転
資
金
を
借
り
た
い

静
岡
県
農
業
信
用
基
金
協
会
保
証
料
率

認
定
農
業
者

認
定
農
業
者
以
外

補
助
事
業
の
自
己
負
担
分
を
借
り
た
い

災
害
時
の
対
策
資
金
を
借
り
た
い

農
業
用
資
産
に
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
た
い

地
域
活
性
化
・
振
興
の
た
め
の
資
金
を
借
り
た
い

相
続
税
を
支
払
う
た
め
の
資
金
を
借
り
た
い

J
A
バ
ン
ク
静
岡
保
証
料
助
成

J
A
バ
ン
ク
利
子
補
給

借
　
　
入
　
　
者

融
　
資
　
限
　
度
　
額

静岡県
農業信用基金協会
無担保無保証人

保証限度額

行
政
の
制
度
資
金

農業近代化資金

個人：1,800
(特認20,000)

農業参入法人：
15,000

(特認20,000)
法人：20,000

0.225%～
0.601%

農業経営改善促進資金
（スーパーS資金）※極度貸付（注１）

Ｊ
Ａ
の
農
業
資
金

J
A
ア
グ
リ
マ
イ
テ

ィ
ー

資
金

農業生産にかかる資金
（アグリエース資金）

0.345%～
0.601%

農産物の加工・流通・販売に係る資金
　（アグリネット資金）

地域活性化・振興に係る資金
（アグリエリア資金）（注８）

再生可能エネルギーに係る資金
（アグリパワー資金・全量売電以外）

再生可能エネルギーに係る資金
（アグリパワー資金・全量売電）

災害緊急資金

JA担い手応援ローン ※極度貸付

そ
の
他
の
制
度
資
金

青年等就農資金

農業経営基盤強化資金
（スーパーL資金） 0.225%～

0.601%
経営体育成強化資金

農業改良資金

(注2)

(注3)

(注4)

短期のみ

(注6)

(注９)

(注９）

(注９)

(注９)

(注7)


